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電子申請届出システムを活用したオンライン申請について 

 

１ 電子申請届出システムの目的・背景 

 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組として、厚生労働省において、オ

ンラインによる申請・届出が可能な「電子申請届出システム」が開発され、令和

７年度までに全ての地方公共団体でシステムの利用を開始することになりました。 

 このシステムでは、画面上に様式・付表などが表示され、入力が可能です。 

 また、様式・付表のほか、添付資料を一緒に送信することができるため、書類

の印刷や、郵送・持参などが不要となります。 

 これらのことから、介護事業者の業務負担が軽減されることが期待されます。 

 

※ これまでの、郵送等による書面での申請・届出も引き続き可能です。 

 

２ 電子申請届出システムの活用が可能な手続き 

⑴ 新規指定（許可）申請 

⑵ 指定（許可）更新申請 

⑶ 変更届 

⑷ 休止・廃止届 

⑸ 再開届 

⑹ 介護老人保健施設（介護医療院）開設許可事項変更申請 

⑺ 介護老人保健施設（介護医療院）管理者承認申請 

⑻ 介護老人保健施設（介護医療院）広告事項許可申請 

⑼ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出 

＊ 電子申請届出システム【申請届出メニュー】「５.加算に関する届出」から

手続きしてください。 

⑽ 老人福祉法に基づく申請・届出 

※ ただし、⑴新規指定申請（他市所在事業所を除く。）と⑶の一部（所在地の変

更を伴う手続き、整備補助金の対象施設等での平面図の変更）の場合、これら

の申請・届出の前に、事前協議が必要です。 

事前協議は、書面により、窓口での受付が必要となりますので、ご注意くださ

い。 
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３ 手数料の納付 

以下の申請には、手数料の納付が必要です。 

・ 新規指定（許可）申請 

・ 指定（許可）更新申請 

・ 介護老人保健施設（介護医療院）変更許可申請（構造設備に変更を伴うもの） 

 

✧手数料の納付手順 

※ 寝屋川市外の事業所等からの手数料徴収は行いません。 

①電子申請・届出システムでの申請・届出を送信する 

 ↓ 

②書類の補正等がある場合、補正完了後に寝屋川市から納付書が送付される 

 ↓ ※ 郵送 

③手数料を納付する 

 ↓ ※ 各シティステーション又は市指定金融機関窓口にてお支払いください。 

④領収済通知書を電子申請・届出システムで送信する 

 

４ Ｇビズ ID の取得について 

 電子申請・届出システムを利用するには、Ｇビズ ID プライムアカウントを作

成する必要があります。なお、G ビズ ID エントリーは、電子申請届出システムで

は利用できません。G ビズ ID 取得には、２週間程度かかります。 

※ 下記ウェブサイトから手続きしてください。 

Ｇビズ ID｜トップページ《デジタル庁ウェブサイト》 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

５ 留意事項 

⑴ 下記書類については、原本の提出が必要ですので、郵送又は持参してくださ

い。 

①法人登記事項証明書（３ヶ月以内） 

※ 登記情報提供サービス（法務省）を使用する場合は紙媒体（原本）での提出は

不要です。 

②暴力団の排除に係る誓約書 

※ 新規指定（許可）申請の場合は、指定時研修を実施しますので、研修時に持参

https://gbiz-id.go.jp/top/
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することも可能です。 

③休止・廃止届出における廃止時の指定証 

⑵ 原本証明が必要な書類については、原本証明を行った書類をスキャン等して

提出してください。 

 

６ その他 

⑴ 郵送での受付を可能としていた届出について、返信用封筒を添付していただ

き、審査後に変更届連絡票や届出書の写しを返送していましたが、電子申請届

出システムでは、本市での審査完了後に、システムから受付完了メールが返信

されることから、返信用封筒の添付を不要とします。 

  申請及び届出書類の補正については、原則、電子申請届出システム上で行い

ます。 

⑵ 書類作成担当者の連絡先が事業所の連絡先と異なる場合は、届出情報確認画

面の「備考」の欄に書類作成担当者の氏名及び連絡先を記載してください。 
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別紙 

 

 

 

 

 

 

「２ 電子申請届出システムの活用が可能な手続き 

⑼ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出」 

については、こちらから手続きしてください。 


